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ど
う
し
て
指
定
ご
み
袋
に
す
る
の
？

　

豊
橋
市
で
は
、
家
庭
ご
み
を
持
ち
出
す
と
き
は
、

透
明
ま
た
は
半
透
明
の
袋
を
利
用
す
る
よ
う
お
願
い

し
て
い
ま
す
が
、
ダ
ン
ボ
ー
ル
箱
や
紙
袋
、
中
身
が

見
え
な
い
袋
で
ご
み
出
し
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

マ
ナ
ー
違
反
の
ご
み
出
し
は
、
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
が
乱
雑
に
な
っ
た
り
、
ご
み
収
集
時
の
け
が
や
車

両
火
災
に
も
つ
な
が
っ
た
り
し
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
ご
み
分
別
や
ご
み
出
し
マ
ナ
ー
の
徹
底
、

市
外
か
ら
の
ご
み
の
持
ち
込
み
を
防
止
す
る
た
め
に
、

指
定
ご
み
袋
制
度
を
導
入
し
ま
す
。

■
指
定
ご
み
袋
導
入
の
目
的

指
定
ご
み
袋
で
出
す
の
は
ど
ん
な
ご
み
？

　

指
定
ご
み
袋
制
度
の
対
象
に
な
る
の
は
、
ご
み
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
で
収
集
す
る「
も
や
す
ご
み
」と「
こ
わ
す

ご
み
」で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
専
用
の
指
定
ご
み
袋
を
使
っ

て
ご
み
を
持
ち
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
「
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク（
資
源
）」や
「
布
類
」な
ど
の
そ
の

他
の
ご
み
は
、
今
ま
で
通
り
、
透
明
ま
た
は
半
透
明

の
袋
で
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

指
定
ご
み
袋
は
ど
こ
で
買
え
る
の
？

　

今
ま
で
通
り
、
市
販
の
ご
み
袋
を
取
り
扱
っ
て
い

る
販
売
店
で
購
入
で
き
る
予
定
で
す
。
ま
た
、
指
定

ご
み
袋
の
販
売
は
、
年
内
に
開
始
す
る
予
定
で
す
。

指
定
ご
み
袋
制
度
は
い
つ
か
ら

始
ま
る
の
？

平
成
28
年
2
月
1
日 【
試
行
期
間
開
始
】

平
成
28
年
4
月
1
日【
完
全
実
施
】

　

試
行
期
間
内
は
、
指
定
ご
み
袋
に
加
え
て
、
透
明

ま
た
は
半
透
明
の
袋
で
も
「
も
や
す
ご
み
」「
こ
わ
す

ご
み
」を
持
ち
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

完
全
実
施
後
は
、
指
定
ご
み
袋
以
外
で
出
さ
れ
た

「
も
や
す
ご
み
」「
こ
わ
す
ご
み
」は
収
集
さ
れ
ま
せ
ん
。

もやすごみ用の指定袋は、白色半透明の袋に赤文字（右）
こわすごみ用の指定袋は、白色半透明の袋に黒文字（左）

●
ご
み
分
別
や
ご
み
出
し
マ
ナ
ー
の
徹
底

●
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
乱
雑
化
の
防
止

●
事
業
系
ご
み
や
市
外
か
ら
の
ご
み
の
持
込
防
止

●
ご
み
収
集
作
業
の
安
全
確
保
と
迅
速
化

●
ご
み
減
量
や
リ
サ
イ
ク
ル
へ
の
意
識
向
上

問
い
合
わ
せ　



環
境
政
策
課

　
　
　
　
　
（
西
館
５
階
☎
51
・
２
４
５
４
）

　
来
年
の
4
月
１
日
か
ら
、「
も
や
す
ご

み
」と「
こ
わ
す
ご
み
」は
、
市
指
定
の
ご

み
袋
を
使
っ
て
、
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に

出
し
て
い
た
だ
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。

※
指
定
ご
み
袋
制
度
に
つ
い
て
は
、
本

紙
や
全
世
帯
配
布
チ
ラ
シ
、
市
民
説

明
会
な
ど
を
通
じ
て
順
次
お
知
ら
せ

し
て
い
き
ま
す

袋のサイズは
45ℓ、30ℓ
20ℓ、10ℓ

とよはしの清掃キャラクター
「そうじろう」

平成28年4月1日から
指定ごみ袋 制度が始まります

シリーズ ゴミのあれこれ



7

平
成
27
年
度
市
民
税
・
県
民
税
は
平

成
26
年
中（
平
成
26
年
1
月
1
日
～

12
月
31
日
）
の
所
得
に
対
し
て
課
税

さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
現
在
は
収

入
が
な
く
て
も
市
民
税
・
県
民
税
が

課
税
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

普
通
徴
収（
納
付
書
ま
た
は
口
座
振

替
を
利
用
し
て
納
め
る
方
法
）、
公

的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収（
天
引
き
）

の
方
へ
6
月
12
日
に
課
税
明
細
お
よ

び
納
税
通
知
書
兼
決
定
通
知
書（
以

下
、
納
税
通
知
書
）
を
発
送
し
ま
し

た
。
課
税
明
細
、
徴
収
税
額
な
ど
を

①
納
税
通
知
書
で
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
給
与
か
ら
の
特
別
徴
収

の
方
は
、
②
特
別
徴
収
税
額
の
決
定

通
知
書
を
5
月
中
旬
に
勤
務
先
へ
発

送
し
ま
し
た
。

①
納
税
通
知
書

冊
子
型
か
ら
A

4
用
紙
1
枚
に
な

り
ま
し
た
。

課
税
明
細
は
用
紙
の
上
部
、
徴
収

方
法
・
徴
収
税
額
・
納
期
限
は
下

部
に
記
載
し
て
あ
り
ま
す
。
詳
し

く
は
同
封
の
「
課
税
明
細
等
の
見

方
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

︿
納
付
書
が
同
封
さ
れ
て
い
る
方
﹀

課
税
明
細
な
ど
の
内
容
を
確
認
し
、

納
期
限
ま
で
に
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
納
め
て
く

だ
さ
い
。
詳
し
く
は
、
納
付
書
裏
面

を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

︿
納
付
書
が
同
封
さ
れ
て
い
な
い
方
﹀

◦
口
座
振
替
を
利
用
し
て
い
る
方

納
税
通
知
書
の
右
上
記
載
の
口
座

か
ら
設
定
さ
れ
た
方
法
に
よ
り
引

き
落
と
し
さ
れ
ま
す
。

◦
年
金
か
ら
特
別
徴
収
さ
れ
る
方

公
的
年
金
収
入
の
み
の
方
で
、
平

成
26
年
度
に
市
民
税
・
県
民
税
が

特
別
徴
収
さ
れ
て
い
た
方
は
、
引

き
続
き
公
的
年
金
か
ら
特
別
徴
収

さ
れ
ま
す
。
詳
し
く
は
、
後
述
の

「
平
成
27
年
度
の
公
的
年
金
分
の

市
民
税
・
県
民
税
の
納
付
方
法
」

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

②
給
与
か
ら
の
特
別
徴
収
税
額
の

　
決
定
通
知
書（
水
色
）

課
税
明
細
や
納
付
額
な
ど
を
記
載

し
て
あ
り
ま
す
。

■
収
入
が
複
数
あ
る
方

給
与
や
公
的
年
金
、
事
業
所
得
な
ど

の
複
数
の
収
入
が
あ
る
方
は
、
①
の

納
税
通
知
書
と
、
②
の
決
定
通
知
書

が
届
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場

合
は
、納
税
通
知
書
や
同
封
の
チ
ラ
シ

に
て
、給
与（
年
金
）か
ら
特
別
徴
収
さ

れ
る
金
額
や
普
通
徴
収
の
金
額
を
確

認
し
、そ
れ
ぞ
れ
の
納
付
方
法
で
納
め

て
く
だ
さ
い
。
※
公
的
年
金
か
ら
特

別
徴
収
さ
れ
る
市
民
税
・
県
民
税
は
、

年
税
額
の
う
ち
公
的
年
金
分
に
か
か

る
税
額
の
み
と
な
り
ま
す
。

す
で
に
公
的
年
金
か
ら
特
別
徴
収
さ

れ
て
い
る
方
は
平
成
27
年
度
も
継
続

し
て
、
公
的
年
金
か
ら
特
別
徴
収
さ

れ
ま
す（
表
１
）。

■
現
在
ま
で
公
的
年
金
か
ら
特
別
徴

収
さ
れ
て
い
な
い
方
、
ま
た
は
公

的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
が
途
中

で
中
止
に
な
っ
た
方

次
の
⑴
～
⑷
の
す
べ
て
の
条
件
に
あ

て
は
ま
る
方
は
、
平
成
27
年
10
月
支

給
分
の
公
的
年
金
か
ら
特
別
徴
収
が

開
始
さ
れ
ま
す（
表
2
）。

⑴
65
歳
以
上（
昭
和
25
年
4
月
2
日
以
前
生
ま
れ
）

⑵
公
的
年
金
分
の
市
民
税
・
県
民
税
が
課

税
さ
れ
る

⑶
年
額
18
万
円
以
上
の
老
齢
基
礎
・
老
齢
・

退
職
年
金
な
ど
を
受
給
し
て
い
る（
介

護
保
険
料
が
天
引
き
さ
れ
て
い
る
）

⑷
平
成
27
年
1
月
1
日
以
降
、
引
き
続
き

豊
橋
市
に
住
所
を
有
す
る

問　
年
金
生
活
者
で
す
が
納
税
通
知
書
が

届
き
ま
し
た
。
な
ぜ
で
す
か
？

答　
公
的
年
金（
日
本
年
金
機
構
や
年
金
基

金
か
ら
の
年
金
）は
雑
所
得
と
い
う
所

得
区
分
に
含
ま
れ
、
課
税
の
対
象
と

な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
年
金
生
活

の
方
で
も
市
民
税
・
県
民
税
が
か
か

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問　
公
的
年
金
の
収
入
が
４
０
０
万
円
以

下
で
、
そ
れ
以
外
の
所
得
が
20
万
円
以

下
だ
っ
た
の
で
確
定
申
告
を
し
ま
せ
ん

で
し
た
が
昨
年
よ
り
税
額
が
増
え
ま
し

た
。
な
ぜ
で
す
か
？

答　
生
命
保
険
料
、
社
会
保
険
料（
年
金
か

ら
の
天
引
き
分
以
外
）な
ど
の
控
除
が

あ
る
方
は
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告

を
し
な
い
と
、
こ
れ
ら
の
控
除
が
な

い
状
態
で
課
税
さ
れ
る
た
め
税
額
が

高
く
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
控

除
を
追
加
す
る
場
合
は
市
民
税
課
で

申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

問　
配
偶
者
の
扶
養
に
な
っ
て
い
る
の
に
納

税
通
知
書
が
届
き
ま
し
た
。
な
ぜ
で
す

か
？

答　
平
成
26
年
中
の
合
計
所
得
金
額
が
38

万
円
以
下
の
方
は
配
偶
者
の
扶
養
と

し
て
入
れ
ま
す
が
、
32
万
円
を
超
え

る
と
、
ご
自
身
に
も
市
民
税
・
県
民

税
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

平
成
27
年
度 

市
民
税
・

県
民
税
の
お
知
ら
せ

問
い
合
わ
せ　
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課
税
明
細
お
よ
び
納
税
通
知
書
兼

決
定
通
知
書
を
発
送
し
ま
し
た

平
成
27
年
度
の
公
的
年
金
分
の

市
民
税
・
県
民
税
の
納
付
方
法

■表1　納付方法（平成26年度から継続して、
　　　公的年金から特別徴収される方）
納期 徴収税額 徴収方法

4月 前年度の2月に特
別徴収した額と同
額（仮特別徴収税
額）ずつ

特別徴収

6月

8月

10月 年税額から上半期
の仮特別徴収税額
を差し引いた額の
3分の1ずつ

12月

来年 2 月

■表 2　納付方法（平成 27 年度から、公的年金か
　　 　らの特別徴収が始まる方）
納期／納期限 徴収税額 徴収方法

第1期分／6月30日 年税額の4
分の1ずつ

普通徴収
（納付書また
は口座振替）第2期分／8月31日

10月
年税額の6
分の1ずつ 特別徴収12月

来年 2 月

よ
く
あ
る
質
問


